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国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実

施
に
伴
う
弁
護
士
の
紹
介
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
十
五
年
七
月
十
八
日
規
則
第
百
五
十
九
号
）

平
成
三
〇
年

六
月
一
四
日

改
正

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
（
以
下
「
本
会
」
と

い
う

）
が
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条

。

約
の
実
施
に
伴
い
、
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件
又
は
子
と
の
面
会

そ
の
他
の
交
流
に
関
す
る
事
件
（
以
下
「
ハ
ー
グ
条
約
事
件
」
と

総
称
す
る

）
に
対
応
す
る
弁
護
士
を
紹
介
す
る
こ
と
に
関
し
、

。

必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
ハ
ー
グ
条
約
事
件
に
対
応
す
る
弁
護
士
名
簿
）

第
二
条

本
会
に

ハ
ー
グ
条
約
事
件
に
対
応
す
る
弁
護
士
名
簿

以

、

（

下
「
名
簿
」
と
い
う

）
を
備
え
る
。

。

２

名
簿
に
は
、
次
の
事
項
を
登
録
す
る
。

一

氏
名
（
職
務
上
の
氏
名
を
使
用
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、

職
務
上
の
氏
名
を
い
う

）。

二

所
属
弁
護
士
会

三

登
録
番
号
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四

取
り
扱
う
こ
と
を
希
望
す
る
依
頼
者
の
別
及
び
事
案
の
種
類

五

そ
の
他
本
会
が
必
要
と
認
め
た
事
項

（
名
簿
登
録
要
件
）

第
三
条

名
簿
に
登
録
す
る
弁
護
士
で
あ
る
会
員
（
以
下
「
会
員
」

と
い
う

）
の
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

。

一

弁
護
士
登
録
の
期
間
が
通
算
し
て
三
年
を
超
え
、
か
つ
、
子

の
監
護
又
は
引
渡
し
に
関
連
す
る
事
案
を
複
数
件
取
り
扱
っ
た

こ
と
が
あ
る
こ
と
。

二

本
会
が
指
定
す
る
研
修
を
受
講
し
た
こ
と
。

三

弁
護
士
賠
償
責
任
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
り
、
か
つ
、
保
険

金
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四

民
事
法
律
扶
助
業
務
に
係
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
し
日
本
司

法
支
援
セ
ン
タ
ー
と
契
約
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
。

五

英
語
を
母
国
語
と
す
る
者
と
意
思
疎
通
で
き
る
程
度
の
語
学

力
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

（
名
簿
の
作
成
）

第
四
条

弁
護
士
会
は
、
当
該
弁
護
士
会
の
名
簿
に
登
録
さ
れ
、
か

つ
、
前
条
に
規
定
す
る
登
録
要
件
を
満
た
す
会
員
の
一
覧
表
を
作

成
し
、
本
会
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

２

本
会
は
、
前
項
の
一
覧
表
に
従
い
、
名
簿
を
作
成
す
る
。

３

名
簿
の
作
成
は
、
毎
年
一
回
行
う
。
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（
登
録
の
抹
消
）

第
五
条

本
会
は
、
名
簿
に
登
録
し
た
会
員
（
以
下
「
登
録
会
員
」

と
い
う

）
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る

。

と
き
は
、
直
ち
に
当
該
登
録
会
員
を
名
簿
か
ら
抹
消
す
る
。

一

弁
護
士
で
な
く
な
っ
た
と
き
。

二

登
録
会
員
又
は
登
録
会
員
が
所
属
す
る
弁
護
士
会
か
ら
登
録

抹
消
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。

三

第
三
条
に
規
定
す
る
登
録
要
件
を
欠
く
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
き
。

２

登
録
会
員
は
、
第
三
条
に
規
定
す
る
登
録
要
件
を
欠
く
こ
と
に

な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
登
録
抹
消
の
申
出
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

本
会
は
、
登
録
会
員
を
名
簿
か
ら
抹
消
し
た
と
き
は
、
当
該
登

録
会
員
が
所
属
す
る
弁
護
士
会
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

（
中
央
当
局
を
通
じ
た
弁
護
士
の
紹
介
）

第
六
条

本
会
は
、
外
務
大
臣
を
通
じ
て
ハ
ー
グ
条
約
事
件
の
当
事

者
（
以
下
「
当
事
者
」
と
い
う

）
か
ら
弁
護
士
の
紹
介
の
依
頼

。

が
あ
っ
た
と
き
は
、
名
簿
に
基
づ
き
、
弁
護
士
の
所
在
地
に
関
す

る
当
該
当
事
者
の
希
望
、
管
轄
裁
判
所
等
を
考
慮
の
上
、
登
録
会

員
三
名
を
紹
介
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と

き
は
、
三
名
に
満
た
な
い
登
録
会
員
を
紹
介
し
、
又
は
登
録
会
員
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を
紹
介
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

本
会
は
、
登
録
会
員
を
紹
介
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該

登
録
会
員
に
対
し
、
紹
介
す
る
こ
と
の
可
否
を
照
会
す
る
。

３

本
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
照
会
し
た
登
録
会
員
が
本
会
が

指
定
す
る
期
日
ま
で
に
回
答
し
な
い
と
き
は
、
紹
介
を
拒
否
し
た

も
の
と
み
な
す
。

４

本
会
は
、
当
事
者
に
登
録
会
員
を
紹
介
し
た
と
き
は
、
当
該
登

録
会
員
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

（
紹
介
さ
れ
た
登
録
会
員
の
努
力
義
務
等
）

第
七
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
本
会
か
ら
紹
介
さ
れ
た
登
録
会
員

は
、
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
以

内
に
当
事
者
か
ら
ハ
ー
グ
条
約
事
件
に
つ
い
て
委
任
の
申
込
み
を

受
け
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
受
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
条
の
規
定
に
よ
り
本
会
か
ら
紹
介
さ
れ
た
登
録
会
員
は
、
委

任
の
申
込
み
の
有
無
及
び
こ
れ
に
対
す
る
受
任
の
有
無
を
本
会
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
条
の
規
定
に
よ
り
本
会
か
ら
紹
介
さ
れ
、
ハ
ー
グ
条
約
事
件

を
受
任
し
た
登
録
会
員
は
、
本
会
が
ハ
ー
グ
条
約
事
件
に
関
す
る

法
的
手
続
等
の
実
情
を
把
握
す
る
た
め
情
報
提
供
等
を
求
め
た
場
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合
は
、
守
秘
義
務
に
反
し
な
い
限
度
で
、
協
力
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
弁
護
士
会
か
ら
の
照
会
）

第
八
条

本
会
は
、
弁
護
士
会
か
ら
照
会
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該

弁
護
士
会
に
所
属
す
る
登
録
会
員
に
つ
い
て
、
紹
介
及
び
受
任
の

有
無
を
回
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
弁
護
士
会
の
本
会
に
対
す
る
紹
介
依
頼
）

第
九
条

弁
護
士
会
は
、
当
事
者
か
ら
弁
護
士
の
紹
介
の
依
頼
を
直

接
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
弁
護
士
会
で
弁
護
士
を
紹
介
で

き
な
い
と
き
は
、
本
会
に
対
し
、
登
録
会
員
の
紹
介
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
弁
護
士
会
は
、
当
事
者
か
ら
提
供
さ

れ
た
情
報
を
、
必
要
な
範
囲
で
本
会
及
び
登
録
会
員
に
提
供
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
当
事
者
の
承
諾
を
得
る
も
の
と
す

る
。

３

本
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
弁
護
士
会
か
ら
登
録
会
員
の

紹
介
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
名
簿
に
基
づ
き
、
弁
護
士
の
所
在

地
に
関
す
る
希
望
、
管
轄
裁
判
所
等
を
考
慮
の
上
、
登
録
会
員
一

名
を
当
該
弁
護
士
会
に
紹
介
す
る
。

４

第
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
り
本
会
が
弁
護
士
会
に
登
録
会
員
を
紹
介
す
る
場
合
に
準
用
す
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る
。

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
会
か
ら
紹
介
さ
れ
た
登
録
会
員
は
、

当
事
者
か
ら
ハ
ー
グ
条
約
事
件
に
つ
い
て
委
任
の
申
込
み
を
受
け

、

。

、

た
と
き
は

こ
れ
に
応
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る

た
だ
し

受
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

６

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
会
か
ら
紹
介
さ
れ
た
登
録
会
員
は
、

委
任
の
申
込
み
の
有
無
及
び
こ
れ
に
対
す
る
受
任
の
有
無
を
本
会

及
び
所
属
す
る
弁
護
士
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
会
か
ら

紹
介
さ
れ
、
ハ
ー
グ
条
約
事
件
を
受
任
し
た
登
録
会
員
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
再
度
の
紹
介
）

第
十
条

本
会
は
、
既
に
第
六
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
弁
護
士

を
紹
介
し
た
当
事
者
に
対
し
て
は
、
再
度
の
紹
介
を
行
わ
な
い
。

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
七
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
三
〇
年
六
月
一
四
日
改
正
）
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第
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
年
六
月
十
四
日
か
ら

施
行
す
る
。


